
－ 総務省認定の養成課程講習会 －

アマチュア無線技士

養成課程講習会
初心者でもわかりやすい講習会

合格率は９５％以上！

はじめての方には・・・

■第四級標準コース

・講習期間 2日間

・授業時間 法 規 ６時間

無線工学 ４時間

・受講料等 一 般 25,950円

18歳以下 13,850円

ステップアップ！

■第三級短縮コース

・講習期間 １日間

・授業時間 法 規 ４時間

無線工学 ２時間

・受講料等 一 般 14,950円

コース＆料金

講習会を受講するためには、必ず事前申込みが必要です。

お申し込み方法

①日程と空席情報

の確認

・お客様のご都合のよい講習会をお選びください。全国どこでも受けられます。

・日程表は当協会のホームページに掲載しています。

・第四級標準コースの場合は二日間受講していただきますので、日程にはご注意ください。

◎受付締切日は、講習会初日の一週間前の日です。空席情報は受付場所にお問い合わせください。

②受講料の払込み

と申込書作成

■当協会専用の払込取扱票（三連式）をご利用の場合は、「振替払込請求書兼受領証」と「振替

払込受付証明書（お客さま用）」を必ず受領してください。

■郵便局備え付けの「払込取扱票」（二連式）をご利用の場合は、「振替払込請求書兼受領証」

を必ず受領してください。

■ＡＴＭをご利用の場合は、「ご利用明細票」を必ず受領してください。

■インターネットバンキングをご利用の場合は、以下の口座へお振込みください。

金融機関名（金融機関番号） ゆうちょ銀行（9900）

支店名（支店番号） 〇一九店（019）

預金種目 当座預金

口座番号 0759703

口座名義（ﾌﾘｶﾞﾅ） JARD養成部（ｼﾞｴｲｴｰｱｰﾙﾃﾞｲｰﾖｳｾｲﾌﾞ）

■申込書の太枠内に必要事項を全て記入してください。

■郵便局等で受領した以下のいずれか１枚を申込書の「のりしろ」欄に貼付してください。

・「振替払込受付証明書（お客さま用）」、「振替払込請求書兼受領証」、「ご利用明細票」

※コピーはご利用いただけません。

■インターネットバンキングをご利用の場合は、振込結果が表示された画面を印刷したものを

申込書とともにお送りください。



③申込書の提出

④「受講票」等を

発送

・必要事項の記入漏れや②の書類の貼り忘れがないかチェックして受付場所にご郵送または、

直接ご持参ください（郵送先は受付場所にお問い合わせください）。

※講習会の当日に申込書をご持参いただいても、講習会に参加することはできません。

受付場所から以下の書類をお送りいたします。

・①受講票 ②時間割 ③会場までの地図 ④講習会のご案内 をお送りいたします。

・講習会のご案内の裏面には予め準備していただく持ち物等の必要事項が記載されております。

ので、必ずお読みください。

・持参するものを忘れてしまうと講習会を受講できない場合があります。

・講習会初日の４日前までに郵送されてこない場合は、お手数ですがお申込みいただいた講習

会の受付場所にお電話でご確認ください。

講習会をお申し込みいただく際、 特にご注意いただきたいこと

●募集の締切日は講習会初日の一週間前の日となります。

ただし、締切日が土日祝日の場合は、次の平日が締切日となります。

●お申し込みが定員数に達した場合、その時点で募集締切となります。

なお、申込受付は、申込書が受付場所に到着した順番となります。

◎受講料等をお支払いいただいただけでは講習会に参加することはできません。

必ず当協会専用の申込書を事前に受付場所にご郵送またはご持参いただく必要があります。

第三級短縮コースをお申込みの方は必ずお読みください

●お申し込みいただくには以下①または②のいずれかを申込書にご記入いただく必要があり

ます。

①第四級アマチュア無線技士（同等の資格を含む）の無線従事者免許証をご利用いただく場合

お手持ちの無線従事者免許証に記載されている「現有資格」「 無線従事者免許証の番号」

「免許の年月日」をご記入ください。

②当協会より発行された写真付きの修了試験結果通知書をご利用いただく場合

通知書に記載されている「講習会番号」「受講番号」「修了試験の年月日」をご記入くだ

さい。

③第三級短縮コースの受講には、「第四級アマチュア無線技士」（同等資格を含む）の無線

従事者免許証を講習会当日にお持ちいただくが必要があります。紛失されている方や氏名

変更がある方は、再発行手続きをされてからお申込みください。

講習会のお申し込みにあたって

・既にアマチュア無線技士の無線従事者免許証を取得した方は、同一の資格を改めて取

得することはできません。

アマチュア無線技士の無線従事者免許証は、生涯有効です。

・過去に電波法令に違反したことにより、罰金以上の刑に処された方、または無線従事

者の免許の取消処分を受けてから２年を経過していない方は、免許が与えられないこ

とがあります。

一般財団法人 日本アマチュア無線振興協会
養成部 ０３－３９１０－７２１０
営業時間：月曜日～金曜日 10:00～12:00／13:00～17:00

※祝日・年末年始を除く

202407

ｅラーニング（通信講座）も実施中。詳しくは当協会のホームページをご確認ください。

講習会のお申込みにあたって

講習会をお申込みいただく際、特にご注意いただきたいこと

第三級短縮コースをお申込みの方は必ずお読みください


